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第 1章 総 則  

  

（目的）  

第 1条 この規則は、一般社団法人日本遺贈ソリューションズ（以下「この法人」という。）の社

員総会（以下「総会」という。）の議事の方法に関する事項について定め、それによって総会の

適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。  

（遵守義務）  

第 2条 議決権を行使し得る社員その他総会出席者は、法令及び定款並びにこの規程を遵守し

なければならない。  

  

第 2章 社員等の出席  

  

（社員本人の出席）  

第 3条 総会に出席しようとする社員は、受付において、あらかじめ送付を受けた書類の提示

などにより、その資格を明らかにしなければならない。  

（社員代理人の出席）  

第 4条 社員の代理人として出席しようとする者は、受付において、代理権を証明する書面の

提出などにより、その資格を明らかにしなければならない。  

（社員以外の者の出席）  

第 5条 理事及び監事は、やむを得ない事由がある場合を除き、総会に出席しなければならな

い。  

  

第 3章 議 長  

  

（資格）  

第 6条 総会の議長となる者は、定款第 18条の規定の定めによる。  

（権限）  

第 7条 議長は、総会の秩序を維持し、議事を整理するため必要な措置をとることができる。  

2  議長は、その命令に従わない者その他当該総会の秩序を乱す者を退場させることができ

る。  

（議長不信任動議の審議）  

第 8条 議長は、当該議長の不信任の動議の審議に当たっても職務を行うことができる。  

  

第 4章 議 事  

第 1節 開会  



（開会の宣言）  

第 9条 開会の予定時刻が到来したときは、議長は、社員の出席の状況を確認の上、議場に開

会を宣言しなければならない。  

（開会時刻の繰下げ）  

第 10条 議長は、社員の出席が定足数に満たないとき、その他総会を開会するにつき重大な

支障があると認められるときは、総会の開会時刻を繰り下げることができる。この場合、

既に入場している社員に対し、遅滞なく繰り下げられた開会時刻を報告しなければならな

い。  

（出席状況の報告）  

第 11条 議長は、開会を宣告した後、議事に入る前に、総会の社員の出席の状況を会場に報

告しなければならない。  

 

第 2節 議題の審議  

（議題の審議順序）  

第 12条 議長は、あらかじめ招集通知に記載された順序に従い議題を付議する。ただし、議

場に理由を述べて、その順序を変更することができる。  

2  議長は、複数の議題又は議案を一括して付議することができる。  

（理事等の報告・説明）  

第 13条 議長は、議題を付議した後、理事に対し、当該議題に関する事項の報告又は議案の

説明を求めるものとする。理事は、議長の許可を受けた上で、補助者に報告又は説明をさ

せることができる。  

2  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 43条の規定による社員提案にかかる場合

にあっては、議長は、当該社員に議案の説明を、理事又は監事に対しては上記提案に対す

る意見を求めるものとする。  

  

第 3節 社員の発言  

（発言の許可）  

第 14条 社員は、議長の許可を受けてから発言しなければならない。  

2  社員の発言の順序は、議長が決定する。  

（発言の内容及び時間の制限）  

第 15条 社員は、簡潔明瞭に発言しなければならない。  

2  議長は、議事の進行上必要があると認めるときは、社員の発言時間を制限することができ

る。  

（発言の制限）  

第 16条 議長は、次の発言に対し必要な注意を与え、制限し又はその発言を中止させること

ができる。  



（1）議長の指示に従わない発言  

（2）議題に関係しない発言  

（3）冗長にわたる発言  

（4）重複する発言  

（5）総会の品位を汚す発言  

（6）他人の名誉を毀損し又は侮辱する発言  

（7）その他議事を妨害し又は議場を混乱させる発言  

（発言の時機）  

第 17条 社員は、議題に関する事項の報告又は議案についての説明終了後でなければ、当該

議題又は議案に関し発言することができない。  

   

第 4節 質問（説明義務者）  

第 18条 社員の理事に対する質問の説明は、会長又はその指名した理事が行う。  

2 社員の監事に対する質問の説明は、監事が行う。ただし、監査意見が統一されている場

合は、監事の協議により定められた監事が行うことができる。  

3 理事は、議長の許可を受けた上で補助者に説明をさせることができる。  

（一括説明）  

第 19条 理事又は監事は、社員の質問に対して一括して説明をすることができる。  

（説明の拒絶）  

第 20条 理事又は監事は、質問が次の理由に当たるときは、説明を拒絶することができる。  

（1） 質問事項が総会の目的事項に関しないものである場合  

（2） 説明をすることにより正会員の共同の利益を著しく害する場合  

（3） 説明することによりこの法人その他の者（当該社員を除く。）の権利を侵害するこ

ととなる場合  

（4） 説明をするために調査をすることが必要である場合  

（5） 質問が重複する場合  

（6） その他説明をしないことにつき正当な理由がある場合  

  

第 5節 動議  

（修正動議）  

第 21条 社員は、付議された議案につき修正の動議を提出することができる。  

2 前項の場合、議長は、議場に修正動議の採否を諮らなければならない。ただし、これを

省略して直ちにその動議を審議に付することができる。  

3 議長は、修正動議を原案と一括して審議することができる。  



（議事進行等に関する動議）  

第 22条 社員は、総会の運営又は議事進行に関して、動議を提出することができる。  

2  前項の動議については、議長は、他の議案の審議に先立って、採決しなければならない。  

（動議の却下）  

第 23条 議長は、動議が次の事由に当たるときは、直ちに却下することができる。  

（1）当該修正動議に関する議題の審議に入っていないとき、又は審議を終了したとき。  

（2）既に同一の内容の動議が否決されているとき。  

（3）総会の議事を妨害する手段として提出されたとき。  

（4）不適法又は権利の濫用に当たるとき。  

（5）その他合理的理由のないことが明らかなとき。  

  

第 6節 休憩（休憩）  

第 24条 議長は、議事の進行上必要と認めるときは、休憩を宣言することができる。  

  

第 7節 審議の終了・採決（質疑・討論の打切り）  

第 25条 議長は、議案について質疑及び討論が尽されたと認めたときは、質問若しくは意見

を述べようとする社員などがある場合でも、これを打ち切って審議を終了させ採決するこ

とができる。  

（採決）  

第 26条 議長は、採決は各議案ごとにしなければならない。この場合、理事又は監事の選任

議案を採決するに際しては、各候補者ごとに採決するものとする。理事又は監事の候補者

の合計数が定款第 20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中か

ら得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。ただし、一括して

審議した議案については、これを一括して採決することができる。 

2 社員総会における採決は、当該採決について、特別の利害関係を有する社員を除いたうえ

で行うこととする。  

（採決の順序）  

第 27条 原案に対し修正案が提出された場合は、原案に先立ち修正案の採決を行い、複数の

修正案が提出された場合は、原案に遠いものから順次採決する。  

（出席社員の範囲）  

第 28条 総会の決議については、出席した社員本人及び代理人を出席させた社員並びに議決

権行使書面を開催日の前日までに本法人に提出した社員の各議決権の数を出席した社員の

議決権の数に算入する。  

2  前項において、議決権行使書面を提出した社員の議決権の数を出席した社員の議決権の数

に算入するのは、招集通知に記載された議題及びその修正案の決議に限るものとする。（修

正案に対する議決権行使書面の取扱い）  



第 29条 修正案の採決については、原案に賛成の旨が記載された議決権行使書面は修正案に

反対として、原案に反対又は棄権の旨が記載された議決権行使書面は修正案の採決につき

棄権としてそれぞれ取り扱うものとする。  

（採決の方法）  

第 30条 議長は、採決について、賛否を確認できるいかなる方法によることもできる。  

（採決の結果の宣言）  

第 31条 議長は、採決が終了したときは、その結果を総会に宣言しなければならない。  

  

第 8節 終了  

（延期又は続行）  

第 32条 総会を延期又は続行する場合は、総会の決議による。  

2 前項の場合、延会又は継続会の日時及び場所についても決議しなければならない。ただ

し、その決定を議長に一任することを妨げない。  

3 前項ただし書きの場合、議長は決定した日時及び場所を総会に出席した社員に通知す

る。  

4 延会又は継続会の日は、最初の総会の日より 2週間以内に定めなければならない。  

（閉会）  

第 33条 議長は、すべての議事を終了したとき、又は延期若しくは続行が決議されたとき

は、閉会を宣言する。  

（議事録）  

第 34条 総会の議事については、議事録を書面又は電磁的方法をもって作成し、議事の経過

の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項を記載又は記録して、議長及び出席し

た理事が記名押印をしなければならない。  

2  前項の議事録は、10年間この法人の主たる事務所に備え置かなければならない。  

（欠席者に対する報告）  

第 35条 議長は、社員総会の議事の経過の要領及びその結果につき、欠席した社員に対し、

適宜な方法により報告しなければならない。  

（規程の改廃）  

第 36条 この規程の改廃は、社員総会の決議を経て、行うものとする。  

  

附 則  

  

この規程は、平成 30 年 7月 2日から施行するものとする。  
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一般社団法人日本遺贈ソリューションズ理事会運営規程  
  

第１章 総 則  
  
（目的）  
第１条 この規程は、一般社団法人日本遺贈ソリューションズ（以下「当法人」という。）の理事会の運

営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。  
  

第２章 理事会の招集  
  
（招集者）  
第２条 理事会は理事長が招集する。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに定款に

別段の定めがある場合は、その定めるところにより、また、会長が欠けたときは各理事がこれを

招集することができる。  
２ 理事全員改選直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる。  

  
（招集の通知）  
第３条 理事会を招集する者は、会議の日時、場所、目的である事項（議題）を記載した書面を、開催日

の１週間前までに、各理事及び各監事に対して通知を発出しなければならない。  
２前項の書面による通知の発出に代えて、理事及び監事の承諾を得た電磁的方法により通知を発出

することができる。  
３前２項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続き

を省略して開催することができる。  
  

第３章 理事会の議事  
  
（理事会の議長）  
第４条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。  

２ 理事全員改選直後の理事会における議長は、出席した理事のなかから互選された者が議長とな

る。  
  
  
（定足数）  
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第５条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。  
  
（関係者の出席）第６条 理事会が必要と認めるときは、理事に関係を有する者の出席を求めて、その

意見を求めることができる。  
  
（理事等の報告又は説明）  
第７条 議長は、議題付議の宣告後必要と認めるときは、理事、監事及び議案の提案者に対し、その議案

に関する事項の報告又は説明を求めることができる。  

２ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 93 条第２項の規定により理事から招集の請求が

あった場合は、議長はその理事に議題の説明を求めなければならない。また、必要があるときは

理事、監事に対してこれに係る意見を述べさせなければならない。  

  
（議事進行動議）  
第８条 理事は、理事会の議事進行に関して、動議を提出することができる。  

２ 前項の動議については、議長は速やかに採決しなければならない。  
３ 議長は、第１項の動議が理事会の議事を妨害する手段として提出されたとき、不適法又は権利

の濫用にあたるとき、その他動議に合理的な理由のないことが明らかなときは、これを直ちに

却下することができる。  
  
（議長不信任動議）  
第９条 議長不信任動議が提出されたときは、議長は速やかに採決しなければならない。  

２前項の動議が決議されたときは、その理事会の議長を出席理事の中から選出する。  
３理事会の議長が、その理事会において出席理事の中から選出されたときは、議長不信任動議を提

出することができない。  
  
（採決）  
第 10 条 議長は、議題について質疑及び討論が尽くされたと認められるときは、審議終了を宣言し、採

決することができる。  

２ 議長は、一括して審議した議題については、一括して採決することができる。  
３ 議長は、議題原案に対して予め修正案が提出された場合には、原案に先立ち修正案の採決を行

う。  
４ 複数の修正案が提出された場合は、議長は修正案が提出された順序により順次採決を行う。  
５ 議長は、採決をする場合、いかなる方法によることもできる。  
６ 議長は、採決に先立ち、議題、議案及び自己の議決権の行使に関するいかなる意見も述べるこ

とはできない。その議決権は採決の結果を確認する直前にのみ行使し、採決の結果に算入する

ことができる。  
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（議事録）  
第 11 条 理事会の議事については、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成しなければならない。  

２ 議事録には、別表に掲げる事項を記載又は記録し、議長及び出席理事、出席監事並びに議事録

署名人２名が記名押印しなければならない。  
  
（議事の配布）  
第 12 条 議長は、欠席した理事及び監事に対して、議事録の写し及び資料を適宜の方法により配布して

議事の経過及びその結果を遅滞なく報告するものとする。  
  

第４章 理事会の権限  
  
（決議事項）  
第 13 条 理事会が決議すべき事項は、次のとおりとする。  

⑴ 法令に定める事項  
① 当法人の業務執行の決定  
② 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定  
③ 重要な財産の処分及び譲受  
④ 多額の借入  
⑤ 重要な使用人の選任又は解任  
⑥ 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止  
⑦ 内部管理体制の整備  
⑧ 事業計画書及び収支予算書の承認  
⑨ 事業報告及び計算書類等の承認  
⑩ その他法令に定める事項  

⑵ 定款に定める事項  
① 下記の規則の制定、変更及び廃止   

Ⅰ 役員の職務権限規程  
Ⅱその他必要な事項に係る規程  

② 常務理事の選定及び解職  
③ その他定款に定める事項  

⑶ その他重要な業務執行に関する事項  
① 重要な事業その他の契約の締結、解除又は変更  
② 重要な事業その他の事業にかかる争訟の処理  
③ その他理事会が必要と認める事項  
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（報告事項）  
第 14 条 理事長は、毎事業年度ごとに４ヶ月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行状況を理事会

に報告しなければならない。  
２ 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき又は法令

若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に

報告しなければならない。  
  

  

第５章 雑 則  
  
（改廃）  
第 16 条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。  
  
附則  

この規程は、平成 30 年 7 月 2 日から施行する。  

  
  
  



役員の報酬等及び費用に関する規程  
（目的）  
第１条 この規程は、一般社団法人日本遺贈ソリューションズ（以下「当法人」

という。）の役員の報酬等及び費用に関し必要な事項を定めることを目的とす

る。  
  
（定義等） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。  
（１）役員とは、理事及び監事をいう。  
（２）報酬等とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第８９条に定

める報酬、賞与その他の職務執行の対価として一般社団法人等から受け

る財産上の利益をいう。  
（３）費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費（宿泊費を含

む。）、手数料等の経費をいう。  
  
（報酬等の支給）  
第３条 当法人の役員はすべて名誉職とし、無報酬とする。  
  
（費用の支払）  
第４条 当法人は、役員がその職務の執行に当たって負担した費用については、

その実費を請求のあった日から３０日以内に支払うものとする。  
２ 前項の規定にかかわらず、自家用自動車を使用した場合の交通費について

は、距離１キロメートル当たり１５円として計算した額とする。  
  
（公表）  
第５条 当法人は、この規程をもって役員の報酬等の支給の基準を記載した書類

として、一般の閲覧に供するものとする。  
  
（改廃）  
第６条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。ただし、第３条に関し役

員に報酬等を支給する改正を行う場合は、社員総会の決議を経て行う。  
  
（補則）  
第 7 条 この規程の実施に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て、別に

定めるものとする。  
附 則  この規程は、平成 30年 7月 2日から施行する。  
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職員給与規程  

（目的）  

第１条 この規程は、一般社団法人日本遺贈ソリューションズ（以下「当法人」という。）就業規則の

規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。  

（給与の種類）  

第２条 給与の種類は、基本給及び諸手当とする。  

２ 基本給は、本俸とする。  

３ 諸手当は、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当及び特別手当とする。  

（給与の支給日及び支給方法）  

第３条 職員の給与（特別手当を除く。）の支給日は、毎月１０日（支給日が休日の場合は、順次繰り

上げる。）とする。  

２ 特別手当の支給日は、毎年６月及び 12月中において、その都度代表理事が別に定める。  

３ 職員の給与は、第１項の支給日において、当月分の本俸、住居手当、前月分の通勤手当及び前月

分の時間外勤務手当を支給する。ただし、扶養手当及び役付手当については、これらの給与が支

給されるべき新たな事実の発生日が月の１０日以後である場合には、翌月の支給日に支給する。  

４ 新規採用職員又は復職者の発令当月の給与は、出勤日から日割計算をもって支給する  

５ 昇給その他の事由により給与の種類に異動を生じた者は、その日から新たに定められた給与を支

給する。  

６ 職員が解雇（当法人のやむを得ない事由により解雇された場合を除く。）された場合、休職を命

ぜられた場合及び退職した場合には、その日まで日割計算をもって給与を支給し、定年退職又は

死亡した場合並びに当法人のやむを得ない事由により解雇された場合には、その月の末日までの

給与を支給する。  

７ 職員の給与は、法令に基づきその職員の給与から控除すべき金額を控除し、その残額を本邦の通

貨で直接職員に支給する。  

８ 前項の規定にかかわらず、職員から申出があった場合には、口座振込みの方法により支給するこ

とができる。  

（給与の減額）  

第４条 職員が欠勤、遅刻、早退等により勤務をしなかったときは、その勤務をしなかった時間１時

間につき第 12条第２項に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額して、給与を支給することが

できる。  

（休職者の給与）  

第５条 職員の欠勤期間又は休職期間については、原則として給与は支給しない。ただし、欠勤、休

職の事由が業務上の負傷又は疾病によるものである場合は、そのときの事情により最長３箇月の範

囲内において、本俸の一部を支給することができる。  

（本俸）  
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第６条 本俸は、別に定める俸給月額表に基づき、勤務成績、能力、業務経歴等を考慮して代表理事

が決定する。  

（初任給）  

第７条 新たに採用された職員の給与は、学歴、職歴、経験、免許等の資格、技能等を勘案し、他の

職員との均衡を考慮して決定する。  

（昇給）  

第８条 職員が現俸給を受けたときから 12箇月を経過し、その間良好な成績で勤務したと認められる

ときは、現在受けている俸給月額表の１号上位の号給に昇給させることができる。  

２ 職員が、次の各号の一に該当するときは、前項の規定にかかわらず特別に上位の号給に昇給させ

ることができる。  

⑴ 勤務成績が特に良好で、業務の向上、能率増進に著しい功績があった者  

⑵ その他代表理事（会長・理事長）が特に必要と認めた者  

３ 前２項の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。  

４ 昇給の時期は、４月１日とする。  

（扶養手当）  

第９条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。  

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けて

いる者をいう。  

⑴ 配偶者（届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ）  

⑵ 16 歳未満の子、孫及び弟妹  

⑶ 60 歳以上の父母及び祖父母  

⑷ 16 歳未満の弟妹  

⑸ 心身に著しい障害がある三親等以内の者  

３ 扶養手当の月額は、別に定めるところによる。  

４ 職員は、扶養手当の支給を受けようとするとき又は受給要件を欠くに至った者が生じたときは、

所定の申告書に必要な証拠書類を添えて提出しなければならない。  

（住居手当）  

第 10条 住居手当は、職員がその所有に係る住宅に居住し、かつ、その者が世帯主であるとき、又は

自ら居住するため住宅（貸間を含む。）を借り受けている場合に支給する。  

２ 住宅手当は、月額として別に定めるところによる。  

３ 職員は、新たに住宅手当の支給を受けようとするとき又は受給要件を欠くに至ったときは、所定

の申告書に必要な証拠書類を添えて申し出なければならない。  

（通勤手当）  

第 11条 職員が通勤のために要する費用については、月額２円を限度として、その全額を通勤手当と

して支給する。  

２ 職員が私有の自動車を利用して通勤する場合の取扱いについては、別に定める。  



3  

  

３ 通勤は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によるものとする。  

４ 職員が出張、休暇その他の事由により月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しな

いときは、その月の通勤手当は支給しない。  

（時間外勤務手当）  

第 12条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられた職員に対し、正規の

勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。  

２ 時間外勤務手当の額は、勤務時間１時間につき、別に定める計算方法により算出した額とする。  

３ 第１項の規定は、役付職員（次条第１項の職員）には適用しない。  

 

（特別手当） 

第 13条 特別手当は、６月及び 12月のそれぞれの初日（基準日）に在職する職員に支給す

る。  

２ 特別手当の支給率、支給月日等は、別に定めるところによる。ただし、支給率は予算の範囲内に

おいて変更することができる。  

３ 特別手当の額は、本俸及び役職手当の合計額に支給率を乗じて得た額を支給する。  

４ 就業規則の規定により懲戒処分を受けた職員及びこの規程の定めるところにより給与の減額を受

けた職員には、特別手当の全部又は一部を支給しないことができる。  

（日割計算等の方法）  

第 14条 この規程に定めるところによる日割計算の方法は、その月の現日数から土曜日及び日曜日を

差し引いた日を基礎として勤務日数に応じて計算する。  

（補則） 

第 15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は代表理事（会長・理事長）が別に定める。  

  

附 則  この規程は、令和１年７月２５日から施行する。 

 



一般社団法人 日本遺贈ソリューションズ理事の職務権限規程 

第 1 章  総則  

（目的）  

第１条 この規程は、一般社団法人日本遺贈ソリューションズ（以下「協会」という。）の理事の職務

権限を定め、一般社団法人としての業務の適法、かつ効率的な執行を図ることを目的とす

る。  

（法令等の順守）  

第２条 理事は、法令、定款及び協会が定める規程を順守し、誠実に職務を遂行し、協力して、定款

に定める協会の目的の遂行に寄与する。  

第２章  理事の職務権限  

（理事）  

第３条 理事は、理事会を組織し、法令及び定款の定めるところにより、協会の業務の執行の決定に

参加する。  

第４条 理事のうち、１名を理事長とする。  

 

（理事長）  

第５条 理事長の職務権限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする  

(1) 理事長として法人を代表し、その業務を執行する  

(2) 理事会を招集し、議長としてこれを主宰する  

(3) 毎事業年度に 4 ヶ月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する  

 

（理事）  

第６条 理事の職務権限は別表に掲げるものとする。  

第３章  補則  

（細則）  

第７条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、理事会の決議により別に定

めることができる。  

（改廃）  

第８条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。  

 

附則  

１ この規程は、平成３０年７月２日から施行する。  

 

 

 



別表  

項目  理事長  理事  

事業計画及び予算の案の作成に関すること  ○  ○  

事業報告及び決算の案の作成に関すること  ○  ○  

人事及び給与制度の立案に関すること  ○    

重要な使用人以外の者の任用に関すること  ○    

出張に関すること  ○    

契約金額の支出  ○    

諸規程に基づく支出（旅費交通費等）  ○  ○  

研修等事業の実施に関すること  ○  ○  

職員の教育・研修に関すること  ○  ○  

福利厚生に関すること  ○    

金融機関を指定すること  ○    

外部に対する文書発簡  ○  ○  

理事会の招集  ○  ○  

理事会の議長  ○    

 



一般社団法人日本遺贈ソリューションズ倫理規程 
 
Ⅰ 前文 
 
一般社団法人日本遺贈ソリューションズは，すべての人の遺贈に関する問題解決のための
トータルサポートを主眼とし、提携不動産会社・弁護士・税理士・司法書士・行政書士・土
地家屋調査士等とともに協力して、遺贈者様の御意志と、受遺者様の御希望の双方が円滑に
実現されるように遺贈における各種手続きについて、複合的な側面から全面的なバックア
ップを行えるよう最大限の努力を積み重ねることとする。 
 
当法人において業務を行う者は、業務に関わる全ての人の基本的人権を尊重するとともに、
法令を遵守し、反社会的勢力との関係を排除することとする。 
また、私的利益の追求に終始することを禁止し、特定の個人・団体の利益を図る活動を行う
ものに対し、寄付行為、特別の利益を与える行為を禁止するとともに、自己の行為が利益相
反行為となる場合は、その内容を開示し、当法人の承認を得ることとする。 
当法人において業務を行う者は、当法人の業務により得られた知識・情報を伝達する自由と
権利を保有しているが，それにともなう責任を自覚し，発言の公正と客観性に努めるととも
に，社会に対する影響についても十分な配慮を払わなければならない。適切な情報開示と説
明責任及び個人情報の保護を常に念頭に置き、業務を行うこととする。 
 
Ⅱ 業務活動における情報に関する取扱い 
 
遺贈に関するプラットフォーム構築のための業務活動を行う際に、プライバシーに関わる
情報を取得することとなるため、その情報の取り扱いに最大限の注意を払い、情報は厳重に
管理し，情報提供者から同意を得た目的以外に使用してはならないことを常に意識して業
務にあたることとする。 
 
Ⅲ 倫理の研鑽 
 
本倫理規定をふまえて当方人において業務を行う者は倫理に関する国内外の関連法規につ
いて常に最新の情報を身に着けるための機会をもつよう努めること。 
 
Ⅳ 倫理の遵守 
 
当方人において業務を行う者は業務活動において，本倫理規程を十分に理解し，違反するこ
とのないよう，努めなければならない。 
 
附 則 
本倫理規程は平成 30 年 7月 2日より施行する。 
令和１年６月２８日一部改定 
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一般社団法人日本遺贈ソリューションズ利益相反に関する規程  

     

（目的）  

第１条 一般社団法人日本遺贈ソリューションズ利益相反に関する規程（以下 

「本規程」という。）は、一般社団法人日本遺贈ソリューションズ（以下

「当法人」という。）の事業・活動の実施に伴い生じる利益相反によって、

当該事業・活動の計画、実施、報告等に不公正な偏りが生じること、従事

者が安心して事業・活動に専念できない状態が惹起されること、その他の

不適切な事実や状態が発生することを防止するとともに、公正、かつ、適

正な事業・活動を促進するため、利益相反の適正な管理について定めるこ

とを目的とする。  

  

（従事者）  

第２条 本規程は、次に掲げる者（以下「従事者」という。）を対象とする。  

（1） 当法人並びにその役員及び職員  

（2） 当法人の事業として行う寄付遺贈に関する調査及び研究を行う従事責任

者（当該事業・活動の従事者であって、これに従事する複数の従事者を

統括し、管理する者をいう。）及び従事責任者以外の従事者（以下「従事

責任者等」という。）  

（3） 当法人が他の機関から委託を受けて行う調査及び研究を行う従事責任者

等  

（4） 当法人を代表して外部で専門活動を行う従事責任者等  

（5） 当法人が開催する講演会、シンポジウム等の従事責任者等  

（6） 講演会、シンポジウム等（当法人が開催するものの他、他の機関が開催

するものを含む。）での発表者  

（7） 当法人が発行する刊行物（電子媒体によるものを含む。）等での発表者  

 

  

（対象となる事業・活動）  

第３条 本規程は、当法人が行う次に掲げる事業・活動を対象とする。  

①遺贈に関する調査及び研究  

②他の機関から委託を受けて行う調査及び研究   

③研究の奨励及び研究業績の表彰  

④講演会、シンポジウム等（当法人が開催するものの他、他の機  

関が開催するものを含む。）での発表  

⑤当法人が発行する刊行物（電子媒体によるものを含む。）等での発表  
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⑥当法人が、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用  

に関する法律に基づき、資金分配団体となった場合に、その実行団体を

選定・監督する行為 

⑦その他当法人の目的を達成するために必要な事業  

  

（申告すべき事項）  

第４条 従事者は、第 3 条各号に掲げる事業・活動において、企業、営利団体等

から提供された次に掲げる経済的利益について、代表理事に申告しなけれ

ばならない。   

（1） 企業、営利団体等の役員、顧問、社員等への就任  

（2） 株式の保有  

（3） 特許権等実施料  

（4） 会議出席・講演等の諸謝金の支払 

（5） パンフレット等の執筆・監修に対する原稿料・監修料  

（6） 研究費  

（7） 奨学寄附金  

（8） 寄附講座  

（9） その他、学会参加等のための旅費、贈答品等、上記以外の金品の

受領 

（10）対象者の配偶者、一親等の親族及び収入・財産を共有する者に関 

する前各号に掲げる経済的利益  

２ 従事者は、前項の規定による申告後、新たに経済的利益の提供を受け

たときは、これを代表理事に修正して申告しなければならない。  

３ 従事者は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活

用に関する法律に基づき、助成事業を行うにあたり、理事、監事、社

員、職員その他の関係者に対し、特別の利益を与えてはならず、疑義が

ある場合は、代表理事にその内容を申告しなければならない。 

 

（代表理事の責務）  

第５条 代表理事は、前条第 1 項及び第 2 項の規定により、従事者から申告があ

ったときは、申告された内容を理事会に報告し、意見を求めなければな

らない。  

２ 代表理事は、本規程に反する事実を認めた当者から通告があったとき

は、通告された内容を理事会に報告し、意見を求めなければならない。  

３ 代表理事は、従事者からの申告がなくても、それぞれ次に掲げる場合

であって、それぞれ次に掲げる者から通告があったときは、通告された

内容を理事会に報告し、意見を求めなければならない。  
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（1） 当法人が開催する講演会、シンポジウム等にあっては、その従事責

任者  

（2） 当法人が発行する刊行物（電子媒体によるものを含む。）等にあっ

ては、その編集者  

４ 代表理事は、従事者が行う第 3 条各号に掲げる事業・活動において、

本規程に対する重大な違反がある場合、重大な利益相反状態がある、又

は利益相反の申告が不適切で重大な疑義がある場合、その他重大事案

（以下「重大事案」という。）が発生したときは、速やかにその内容を理

事会に報告し、意見を求めなければならない。  

  

（理事会の業務）  

第６条 理事会は、第 3 条各号に掲げる事業・活動について、次に掲げる業務を

行う。  

（１）前条第 1 項から第 3 項までの規定により、代表理事から意見を求

められたときは、その調査、監視その他利益相反の管理を行うこ

と。  

（２）前条第 4 項の規定により、代表理事から意見を求められたとき

は、当該重大事案に関し、厳重、かつ、緊急に調査・審議し、代表

理事に対し、文書により速やかに意見を述べること。  
（３）従事者等から利益相反について相談があった場合の対応を行うこ

と。    

（４）従事者等に対し、利益相反の適正な管理について啓蒙活動を行う

こと。  

２ 理事会は、前項第 1号に規定する利益相反の管理の結果について、代

表理事に対し、文書により意見を述べるものとする。  

３ 理事会は、第 1項第２号の規定により、当該重大事案について調査・

審議を行い、調査結果、原因の究明及び講じるべき措置について代表理

事に対し、文書により速やかに意見を述べるものとする。  

  

（対応、改善措置等の指示）  

第７条 代表理事は、理事会から前条第 1 項第 1 号の規定による意見が述べられ

た場合において必要があるときは、当該従事者に対し当該事案について

の対応、改善措置等を指示する。  

  

（重大事案に対する措置）  

第８条 代表理事は、従事者が行う第 3 条各号に掲げる事業・活動において、本

規程に対する重大な違反がある場合、重大な利益相反状態がある、又は
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利益相反の申告が不適切で重大な疑義がある場合が発生したときは、速

やかにその内容を理事会に報告し、意見を求めなければならない。 

２ 代表理事は、前項の重大事案について、理事会から意見が述べられた

ときは、その意見を踏まえ、理事会における決議を経て、当該従事者に

対し、その違反の程度に応じて一定期間、次に掲げる措置の全部又は一

部を講じることができる。  

（１）講演会、シンポジウム等（当法人が開催するものの他、他の機関が 

開催するものを含む。）での発表禁止  

（２）当法人が発行する刊行物（電子媒体によるものを含む。）等での発表

禁止  

（３）当法人の理事会、委員会等への出席停止  

（４）当法人の役員の解任  

  

（不服申立て）  

第９条 前条第 2 項の措置を受けた従事者は、代表理事に対し不服申立てをする

ことができる。 

２ 代表理事は、前項の不服申立てを受理したときは、速やかに不服申立

て審査委員会を設置する。  

３ 不服申立て審査委員会は、理事 3 名の委員で構成する。  

４ 代表理事は、理事の中から各委員を選任して委嘱し、その氏名を理事

会に報告する。  

５ 代表理事は、不服申立て審査委員会に、当該不服申立てに対する審査

を委ね、同委員会における審査について理事会で審議したうえで、その

結果を不服申立者に通知する。  

  

（公表･説明）  

第１０条 代表理事は、第 9 条第 2 項の措置を講じたときは、重大事案の内容、

これに対して講じた措置及び改善対策について公表し、説明しなければ

ならない．  

  

（守秘義務）  

第１１条 代表理事、利益相反委員会の委員その他の当法人の関係役職員は、特 

定の利益相反事案について知り得た情報を漏洩してはならない。  

  

（補則）  

第１２ 条 代表理事は、理事会の決議を経て、本規程を変更し、又は廃止するこ

とができる。  
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２ 代表理事は、理事会の決議を経て、本規程の施行に必要な細則を制定

し、又は変更することができる。  

  

   附 則 本規程は、平成３０年７月２日から施行する。  

     令和 1年６月２８日一部改訂 
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コンプライアンス規程 
 

 

第１条（目 的） 

本規程は、当法人の法令遵守、公正な企業活動及び経営の健全性を確保するために、コ

ンプライアンスに関する基本的事項を定めることを目的とする。ここに、コンプライア

ンスとは、当社の業務に関連するあらゆる法令、規則、法人内規程その他のルールを遵

守することはもとより、社会的規範を十分にわきまえ、誠実かつ公正な法人活動を全う

することをいうものとする。 

 

第２条（基本方針） 

1. 当法人は、コンプライアンスの徹底を経営の基本原則として位置付ける。 

2. 当法人は、不動産による寄付・遺贈に関する社会的なプラットホームの構築を目指す

とともに、休眠預金の分配を行う法人として、社会的に求められる当社業務の価値の

実現に努め、当社業務の価値を高めていくためにコンプライアンスに対し積極的かつ

不断に取り組むことを通じて、広く社会からの信頼を確立することを目指す。 

 

第３条（社会的責任の自覚） 

当法人の役職員は、当法人の社会的・公共的使命を自覚するとともに、法令等を厳格に

遵守し、反社会的行為を排除して、常に責任ある行動をとるように心がけなければなら

ない。 

 

第４条（担当部署） 

当法人における法令遵守等の管理に関する業務は、法人コンプライアンス部が行うと

ともに、外部の有識者による委員を加えたコンプライアンス委員会によるものとする。 

2． コンプライアンス委員会は、当法人のコンプライアンスに関する方策の検討と決定 

を行うとともに、法人コンプライアンス部により、決定した方策を実行していくこと

とする。 

 

第５条（監事） 

1． 監事は、法人コンプライアンス部の責任者とする。 

2. 監事は、コンプライアンス全般の企画・立案・推進を行うものとする。 

3. 監事は、コンプライアンスの観点に照らし問題が発生している又は発生するおそれが

あると判断したときは、関係部署等に対し必要な意見又は指示を行うことができるも

のとする。 

4. 各理事は、所管業務に関連する法令等の制定・改廃に係る情報の入手に努め、監事に

適時に情報を提供するとともに、法令等の制定・改廃に応じた規程等の見直しに積極

的に協力するものとする。 

5． 監事は、当社内部の他の機関から独立した機関として、取引内容又は決定内容を、コ
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ンプライアンスの観点から独自に検証するものとする。 

 

第６条（理事長） 

1. 理事長は、当法人におけるコンプライアンスの徹底を経営上の最重要課題と認識し、

業務を執行するものとする。 

2. 理事長は、コンプライアンス推進状況について、監事に適宜報告を求めることができ

るものとする。 

 

第７条（コンプライアンスの推進） 

監事は、基本方針に従い、以下のとおりコンプライアンスを推進する。 

① 規程の立案・整備 

  役職員のコンプライアンス活動の手引きとなる「コンプライアンス・マニュアル」

や、コンプライアンス実現のための具体的計画たる「コンプライアンス・プログラム」

等のコンプライアンス推進のための規程を立案・整備する。 

② 教育・研修の実施 

  すべての役職員に対して、コンプライアンスの徹底のための定期的な教育の機会を

設け、研修を実施する。 

③ 検証 

  法令等の遵守状況について、定期的に検証を行う。 

④ 問題発生時の対応 

  直ちに事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の策定を行い、必要に応じて監

督官庁への報告や顧客対応等を行う。 

 

第８条（遵守基準） 

1. 当法人におけるコンプライアンスの徹底のために、当法人および役職員が遵守すべき具

体的事項及び実践すべきコンプライアンス活動の基本的な事項については、本規程のほ

か、コンプライアンス・マニュアルにおいて定める。 

2. 本規程は、監事が各部と協議の上、見直しを行うものとし、その改廃は、理事長の承認

を得て行うものとする。 

 

第９条（コンプライアンス・マニュアル） 

1. 当法人は、コンプライアンス活動を実践するための役職員向けの具体的な手引書として、

コンプライアンス・マニュアルを策定する。 

2. コンプライアンス・マニュアルは、当法人のコンプライアンスに関する具体的な行動規

範の記載をもって構成する。 

3. コンプライアンス・マニュアルの制定及び変更は、監事が起案し、理事長の承認を得て

行うものとする。 

4. 法令の制定・改廃があった場合には、随時コンプライアンス・マニュアルの内容を見直

すものとする。 
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第10条（コンプライアンス・プログラム） 

1. 当社は、コンプライアンスを実現するための具体的な実施計画として、コンプライアン

ス・プログラムを策定し、随時見直すこととする。 

2. コンプライアンス・プログラムの策定及び変更は、監事が起案し、理事長の承認を得て

行うものとする。 

 

第11条（教育・研修） 

1. 当法人は、コンプライアンスに関する教育・研修がコンプライアンスを徹底するための

重要な機能であることを認識し、監事がその企画・推進を行うものとする。 

2. コンプライアンスに関する教育・研修は、コンプライアンスの基本方針・遵守基準を全

役職員に周知・徹底させることを目的とし、遵守すべき法令・諸規則の修得及び役職員

が実践すべきコンプライアンス活動を徹底させるに足る内容をもって構成する。 

3. コンプライアンスに関する教育・研修の計画は、コンプライアンス・プログラムに盛り

込むものとする。 

 

第12条（内部監査） 

1. 当社は、法令等遵守の態勢が適切に機能していることを内部監査等の手段により検証

する。 

2. 具体的な監査手法等は、別に定める。 

 

第13条（違反行為） 

1. 当法人の役職員が、法令等に違反する行為を行った場合は、就業規則に従い懲戒その

他の処分に付す。 

2. 役職員は、社内において業務運営に係る法令違反行為、または法令違反の可能性が高

い行為（以下「違反行為等」という。）を発見した場合は、直ちに上席者および監事に

報告しなければならない。 

3. 前項の通報行為を行った者に対して、通報行為のみを理由として不利益を課すことは

ない。 

4. 違反行為等を発見し、あるいは報告を受けたにもかかわらず、正当な事由なく前項の

規程に従った行動をとらなかった役職員は、違反行為等を行った者に準じて懲戒に付

す。 

附 則 

 

第１条（制定及び改廃） 

本規程の制定および改廃は、監事が起案し、理事長の承認を得て行うものとする。 

第２条（施行） 

本規程は、２０１８年７月２日から施行する。 

以上 

 



一般社団法人日本遺贈ソリューションズ公益通報者保護規程  

  

（目的)  

第１条  一般社団法人日本遺贈ソリューションズ（以下、｢この法人｣という。）は、法令違反ないし不

正行為による不祥事の防止及び早期発見、自浄作用の向上、風評リスクの管理、並びに社会的

信頼の確保のため、「公益通報者保護に関する規程｣（以下、｢この規程｣という。）を定める。  

  

（対象者）  

第２条 この規程は、この法人の役員を含むすべての従業員（以下、｢従業員等｣という。）に対して適用

する。  

  

（通報等）  

第３条 この法人、この法人の役員又は従業員等の不正行為として別表に掲げる事項（以下、「申告事

項」という。）が生じ、又は生じるおそれがあり、これについて従業員等が通常の業務遂行上

の手段・方法によって改善することが不可能又は困難である場合、従業員等はこの規程の定め

るところにより、通報、申告又は相談(以下、「通報等」という。）をすることができる。  

２ 前項の申告事項を提供した者（以下、｢通報者｣という。）は、この規程による保護の対 

象となる。また、通報者に協力した従業員等及びその通報等に基づく調査に積極的に関与し

た従業員等も同様とする。  

３ 従業員等は、この規程に基づき、通報等を積極的に行うよう努めるものとする。  

  

（通報等の方法）  

第４条 この規程に基づいて通報等をする場合、従業員等は、次の事項に関して、ヘルプライン窓口と

しての当法人理事長に対して、電話、電子メール又は直接面談する方法等により通報等をする

ことができる。  

(1)人事･労務に関する通報等  

(2)理事、役員（評議員）の不正に関する通報等   

(3)一切の法律問題に関する通報等  

  (4)内部組織での対応が困難と思われる事項に関する通報等  

(5)その他の事項に関する通報等  

 

（通報等の窓口での対応）  

第５条 ヘルプライン窓口は、申告事項のうち、業務上の法令違反や、社会から非難を受けるおそれの

ある業務上の通報等について受け付け、その対応を行うものとする。ただし、個人に関する根

拠のない誹謗中傷は受け付けないものとする。  

２ 無責任な通報等を避けること及び事実関係の確認と調査を行なうため、通報等は原則と 

して実名によるものとする。但し、事情により、匿名による通報等も受け付けるものとする。  

 



（通報等に基づく調査）  

第６条 通報等を受けた場合、通報者に対して、通報等を受けた日から 20 日以内に調査を行う旨の通

知又は正当な理由により調査を行わない旨の通知を行うものとする。  

２ 通報等に基づく調査において、通報等の対象となった者は、公正な聴聞の機会と申告事項への

反論及び弁明の機会が与えられるものとする。  

３ 従業員等は、通報等に基づく調査に対して積極的に協力し、知り得た事実について忠実に真実

を述べるものとする。  

  

（公正公平な調査）  

第７条 通報等を受けた者は、通報等の対象となった申告事項の内容（ただし、通報者の氏名を除く。）

を、直ちに当法人の副理事に報告し、また、その事実の有無及び内容について速やかに調査

し、その調査結果を理事に報告するものとする。  

２ 通報等によって提供された情報については、理事長において調査することを原則とするが、必

要に応じて法律事務所等他の調査担当部署に調査を依頼することができる。  

３ 前項の調査において通報者の名前を開示する必要がある場合であっても、通報者の同意を得な

ければ、通報者の氏名を開示することはできないものとする。  

  

（調査結果の通知等）  

第８条 理事長は、通報等を受け付けた者に、調査結果をできる限り速やかに通知するものとする。た

だし、通報等の対象となった者の個人情報については、プライバシーの侵害とならないよう、十

分に注意するものとする。  

２ 理事長から調査結果について通知を受けた者は、通報者に対して連絡ができる場合、通報者に

対して調査結果を通知する。ただし、匿名による通報等の場合はこの限りではない。  

  

（調査結果に基づく対応）  

第９条 調査結果が重大である場合には、副理事又は当該業務担当理事は速やかに対応を行う

ものとし、又は直ちに違法行為を中止するよう命令する等、必要な措置を講じる。  

２ すべての調査結果は理事長に報告するものとし、必要に応じて懲戒処分の手続をとり、又は刑

事告発、再発防止措置などをとるものとする。  

３ 通報等をした従業員等が当該調査対象である申告事項に関与していた場合、懲戒処分その他の

扱いにおいて、通報等をしたことを斟酌するものとし、その不利益処分を軽減することができ

る。  

４ 調査結果並びにそれに対する対応の概要(但し、通報者の氏名を除く。）は、直近に開催される

理事会において報告するものとする。  

  

（情報の記録と管理）  

第 10 条 通報等を受けた理事長は、通報者の氏名、通報等の経緯、内容及び証拠等を、部署内において

記録･保管するものとする。  



２ 通報等を受けた者、その他情報を知り得た者は、その情報に関して秘密を保持しなければなら

ず、通報者の同意がない限り、通報者の氏名等の情報を開示してはならない。  

３ この法人の役員は、理事長、副理事長に対して、通報者の氏名等を開示するように求めてはな

らない。  

  

（懲戒等）  

第 11 条 第５条第１項ただし書きによる個人に関する根拠のない誹謗中傷を行った場合、前条第２項 

に規定する者が通報者の氏名その他の秘密を漏洩した場合、及び同条第３項に規定する者が

通報者の氏名等の開示を求めた場合には、情状によりそれらの者を、懲戒処分に処す。  

２ 懲戒処分の内容は、役員（監事を除く。以下本条において同じ。）の場合は、戒告とする。  

３ 前項の懲戒処分は、役員については理事会が決議を行う。  

  

（不利益の禁止）  

第 12 条 この法人の役員は、通報者の氏名等を知り得た場合、通報等の行為を理由と 

して、通報者に対する懲罰、差別的処遇等の報復行為、人事考課への悪影響等、通報者に対

して不利益になることをしてはならない。  

  

（公益通報者保護制度のための教育）  

第 13 条 この法人は、この法人の役員及び従業員等に対して、公益通報者保護制度に関する研修を行

い、また、従業員等はこの法人の倫理規定を含むこれらの事項について、定期的に研修を受

けるものとする。  

  

（改廃）  

第 14 条 この規程の改廃は、理事会の３分の２以上の決議によって変更することができる。  

  

附則  

この規程は、平成 30 年 7月 2 日から施行する。  

  

(別表)  

不正の定義この規程において、法令違反及び不正行為として申告できる事項は、次の事項とする。  

  

１ 法令に違反する行為（ただし、努力義務に係るものを除く。）  

２ この法人の役員、従業員等、取引先、受益者、その他利害関係者の安全、健康に対して危険な行為

又は危険を及ぼすおそれのある行為  

３ 当法人の内部規程に違反する行為  

４ この法人の倫理規定に違反する行為（ただし、努力義務に係るものを除く。）  

５ 上記各号若しくはこれらの行為の隠蔽、証拠隠滅、情報漏洩によりこの法人の名誉又は社会的信用 

を侵害するおそれのある行為  



情報公開規程  
  

 

  

(目的)  
第 1 条 本規程は、一般社団法人日本遺贈ソリューションズ（以下、「当法人」という。）

が、その活動状況、運営内容及び財務資料等を公開するために必要な事項を定め、それに

よって公正で開かれた活動を推進することを目的とする。  

  
(法人の責務)  
第 2 条 当法人は、本規程の解釈及び運用に当たっては、原則として一般に情報公開するこ

との趣旨を尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう大

限の配慮をするものとする。  
  
(利用者の責務)  
第 3 条 本規程に基づき情報公開の対象資料を閲覧ないしは謄写した者は、これによって得

た情報を、本規程の目的に即して適正に使用するとともに、個人に関する権利を侵害する

ことのないよう努めなければならない。  
  
(情報公開の方法)  
第 4 条 当法人は、情報公開の対象に応じ、公告、公表、資料の事務所備え置きにより行う

ものとする。  

  

(公告)  
第 5 条 当法人は、貸借対照表を定時総会終了後遅滞なく、主たる事務所の公衆の見やすい

場所に掲示して行うものとする。  

  
(資料の閲覧)  
第 6 条 事務所には、法令等の定めに従い、次に掲げる帳簿及び書類を常時備え置き、正当

な理由を有する者に対し、その閲覧ないしはその一部を謄写させるものとする。この場

合、法令において備え置き期間の定めがある書類については当該備え置き期間分の書類を、

備え置き期間の定めがない書類については当該最新の資料を対象とする。  

(1) 定款  
(2) 総会議事録  



(3) 理事会議事録  
(4) 貸借対照表、損益計算書（正味財産増減計算書）及び事業報告並びにその附属明

細書（監査報告を含む。）  

(5) 財産目録  
(6) 事業計画書及び収支予算書  
(7) 会計帳簿又はこれに関する資料  
(8) その他法令で定める書類  

 

(閲覧場所及び閲覧日時)  
第 7 条 当法人の備え置きの対象とする資料の閲覧場所は、当法人主たる事務所内とする。  
2 閲覧の日は、当法人の休日以外の日とし、閲覧の時間は、業務時間内の午前 10 時から

午後 4 時までとする。ただし、当法人は、正当な理由があるときは、閲覧希望者に対し

閲覧日時を指定することができる。  

  
(閲覧等に関する事務)  
第 8 条 閲覧希望者から資料の閲覧等の申請があったときは、次により取り扱うものとす

る。  

(1) 閲覧(謄写)申請書に必要事項の記入を求め、提出を受ける。  
(2) 閲覧(謄写)申請書が提出されたときは、閲覧受付簿に必要事項を記載し、閲覧に供

する。  
(3) 閲覧した者又は謄写を希望する者から謄写の請求があったときは、原則として実費

負担を求め、これに応じる。  

  
(管理)  
第 10 条 当法人の情報公開に関する事務は、専務理事がこれを行う。  
(改廃)  
第 11 条 本規程の改廃は、理事会の決議をもって行う。  
  

(補則)  
第 12 条 本規程の実施に必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。  
  
附 則  

 本規程は、平成 30年 7月 2日から施行する。  



一般社団法人日本遺贈ソリューションズ 

 事務処理および文書保存に関する規程  

 （目的）   

 第１条 この内規は、一般社団法人日本遺贈ソリューションズ（以下「当法人」という。）における

事務処理および文書保存の基準を定め、適正かつ効率的な事務を行うことを目的とする。   

    

（事務処理の原則）   

 第２条 事務の処理は、原則として文書によって行うものとする。   

  

第３条 起案する文書は，原則として事案ごとに定める様式の書面を用いて作成するものとする。た

だし、簡易な文書については、当該文書の一部に決裁欄を設けるなど簡略な方法によることがで

きる。  

  

（事務の決裁）   

 第４条 起案文書は、文書の名義者に応じて代表理事および当該事務を担当する理事および監事の決

裁を経なければならない。  

  ただし、定型的な文書やあらかじめメールなど他の手段で文書の名義者が承認したときは、専務

理事の決裁を受けるものとする。  

   

（代理決裁）   

第５条 前条に規定する決裁する者（以下「決裁者」という。）が出張その他の事由により不在であ

る場合において、特に緊急に処理しなければならない決裁文書は、専務理事が代理決裁すること

ができる。   

２ 前項の規定により代理決裁した者は、事後速やかに決裁者に報告しなければならない。   

   

（文書の受付）   

 第６条 当法人が接受した文書は、すべて専務理事において整理し、速やかに関係者または関係部署

に配布しなければならない。  

  

（文書の作成、押印、発送）   

 第７条 決裁文書は、理事長において浄書押印し、遅滞なく発送しなければならない。  

２ 前項の規定にかかわらず、簡易な文書については、法人実印の押印を省略することができる。  

  

（法人実印印の印影の印刷)  

第９条 各種の認定証など、一定の字句からなる文書で多数印刷するものにあっては，理事長が支障

がないと認めたときは，その法人実印の印影を当該文書と同時に印刷して，法人実印の押印に代

えることができる。  

  

（文書の整理）   

 第 10 条 完結した文書は、適宜分類し完結月日の順に整理するものとする。  

２ 文書の保存責任者は、専務理事とする。  

  

（文書の保存期間）   

 第 11 条 保存する文書及び保存期間は、別表のとおりとする。   



２ 文書は、電子情報により保存することができるものとし、その保存に関する取り扱いについては

別に定める。  

  

（法人実印の管理）  

第 12 条 法人実印は、理事長が管理するものとする。  

  

第 13 条 この規程を改正するときは、理事会の承認を得るものとする。   

    

附則   

  この規程は、平成 30年 7月 2日から施行する。   

 

別表 文書区分  文書保存期間一覧   備  考   

法人関係  

  

  

  

役員関係  

  

 

会議関係  

  

  

  

事業関係  

  

  

  

 

 

国・地方公共団体 

 

 

他団体 

・定款、設立許可書及び定款変更の認可書  

・法人登記に関する書類  

・細則・内規・要項等  

  

・役員就任依頼および承諾書  

・役員登記申請関係書類  

 

・理事会及び社員総会会議資料および議事録  

 

 

 

・各種企画書、講師依頼、協賛依頼関係書類ほか 

 

・国等からの通知、協力要請等の文書 

 

・他団体等への要望書  

・他法人等からの行事等の案内、参加要請等  

・他の民間団体等からの各種要望書及び回答書  

・共催・後援名義申請書及び回答書  

・各種照会文書及び回答書  

・他団体からのデータ提供・アンケート等依頼  

・挨拶状等  

 

永久  

永久 

永久   

  

５年  

５年  

 

１０年  

 

 

 

 

１０年 

 

３年  

 

３年  

３年  

３年 

３年 

３年 

３年 

1 年   

※１ 事業等の実績データは、永久保存  

 ２ 保存年限の起算日は、当該年度末の翌日とする。ただし、定期刊行物等は、寄贈を受けた日と

する。  



リスク管理規程  
  

（目 的）  

第１条 この規程は、一般社団法人日本遺贈ソリューションズ（以下「当法人」とい

う。）におけるリスク管理に関して、必要な事項を定め、もってリスクの防止及び

損失の最小化を図ることを目的とする。  

２ リスク管理に関しては、各種規程、情報セキュリティーポリシー等別に定めるも

ののほか、この規程の定めるところによる。  

  

（定 義）  
第２条 この規程において、リスクとは、当法人に物理的、経済的若しくは信用上の損失

又は不利益を生じさせる危険を指すものとし、次の事象等をいう。  

（１）信用の危機  

（２）財務的な危機  

（３）人的危機  

（４）外部からの危機  

（５）その他前各号に準じる緊急事態  

  

（役員及び職員の責務）  

第３条 役員及び職員は、業務の遂行に当たって、法令、定款及び当法人の定める規程等

を導守しなければならない。  

２ 役員及び職員は、業務の遂行に当たって、リスクの発生を予見し、適切に評価 

するとともに、その回避、軽減その他必要な措置を事前に講じなければならない。  

  

（具体的リスクへの対応）  

第４条 具体的リスクが発生した場合は、役員及び職員は一体となって、その内容、影

響、対応策について把握、評価し、必要な初期対応策、再発防止策を協議し、実

行に移すこととする。  

２ 発生したリスクについては、その内容、程度に応じ、理事会で審議するものとす

る。  



  

（理事会の役割）  

第５条 理事会は、常に当法人を俯瞰し、リスク管理に関し必要な事項を審議・検討す

る。  
２ リスク管理担当役員は、前条のリスク管理に関し必要な事項を理事会に附議す

る。  

３ リスク管理担当役員は業務執行理事とし、業務執行理事が事務を司る。  
  
（緊急事態への対応） 

第６条 外部からの危機による具体的リスク等が発生し、当法人をあげた対応が必要で

ある場合（以下「緊急事態」という。）は、理事長をリスク管理統括責任者とする

緊急事態対応体制をとるものとする。 

 

（緊急事態の範囲） 

第７条 この規程において緊急事態とは、次の各号に掲げる事件によって、当法人及び

役職員等にもたらされた急迫の事態をいう。 

（1） 自然災害 

① 地震、風水害などの災害 

（2） 事故 

① 爆発、火災、建物倒壊等の重大な事故 

② この法人の公益活動に起因する重大な事故 

③ 役職員等にかかる重大な人身事故 

（3） インフルエンザ等の感染症 

（4） 犯罪 

① 建物の爆破、放火、誘拐、恐喝等並びに脅迫状の受領などの外部からの 

不法な攻撃 

② この法人の法令違反及びその摘発等を前提とした官公庁による立入調査 

③ 内部者による背任、横領等の不祥事 

（5） その他上記に準ずる経営上の緊急事態 



（緊急事態の通報） 

第８条 緊急事態の発生を認知した役職員は、速やかに所定の通報先へ通報しなければ

ならない。 

２ 通報は、原則として以下の経路によって行うものとする。 

①理事長 

②関係行政機関等 

③情報認知者 

３ 通報に当たっては、迅速さを最優先する。したがって、前項の経路で直接 

通報先が不在の場合は、それを超えて次の通報先へ通報することとする。 

また、きわめて緊急の場合は、直接通報先のみでなく、その先まで同時に 

通報するなど、臨機の措置をとることを要する。 

４ 第２項に定める経路による通報のほか、必要あるときは、担当者により 

関係部門にも速やかに通報することを要する。 

５ 正確な情報を持つために通報が遅れるようなことがあってはならない。 

そのような場合は、情報の正確度を付し、適時中間通報を行うことを要する。 

（情報管理） 

第９条 緊急事態発生の通報を受けた事務局長は、情報管理上の適切な指示を 

行う。 

（緊急事態発生時の対応の基本方針） 

第 10 条 緊急事態発生においては、当該事態について次の各号に定める基本方針 

に従い、対応することとする。 

（1） 地震、風水害等の自然災害 

① 人命救助を最優先とする。 

② (必要に応じ)官公署へ連絡する。 

③ 災害対策の強化を図る。 

（2） 事故 

① 爆発、火災、建物倒壊等の重大事故 



・人命救助と環境破壊防止を最優先とする。 

・(必要に応じ) 官公署へ連絡する。 

② 協会の公益活動に起因する重大事故 

・関係者の安全を最優先とする。 

・(必要に応じ) 官公署へ連絡する。 

③ 役職員等にかかる重大人身事故 

・人命救助を最優先とする。 

・(必要に応じ)官公署へ連絡する。 

・事故の再発防止を図る。 

（3） インフルエンザ等の感染症 

・伝染防止を最優先とする。 

・(必要に応じ) 官公署へ連絡する。 

・予防対策を図る。 

（4） 犯罪 

① 建物の爆破、放火、誘拐、恐喝、脅迫などの外部からの不法な攻撃 

・人命救助を最優先とする。 

・不当な要求に屈せず、警察と協力して対処する。 

・再発防止を図る。 

② この法人の法令違反及びその摘発等を前提とした官公庁による立入調 

     査 

・真実を明らかにする。 

・再発防止を図る。 

③ 内部者による背任、横領等の犯罪及び不祥事 

・真実を明らかにする。 

・(必要に応じ) 官公署へ連絡する。 

・再発防止を図る。 

（5） その他上記に準ずる経営上の緊急事態 



① 緊急事態に応じ上記に準じた対応をする。 

(報道機関への対応) 

第 11 条 緊急事態に関して、報道機関からの取材の申入れがあった場合は、緊急事態の

解決に支障を来たさない範囲において、取材に応じる。 

２ 報道機関への対応は、事務局長の職務とする。 

（届出） 

第 12 条 緊急事態のうち、所轄官公庁への届出を必要とするものについては、正確、か

つ迅速に所轄官公庁に届け出る。 

２ 所轄官公庁への届出は、専務理事がこれを行う。 

３ 専務理事は、所轄官公庁への届出の内容について、予め理事長の承認を得な 

ければならない。 

（理事会への報告） 

第 13 条 緊急事態解決策を実施したときは、その直後の理事会で、次の事項を報告しな

ければならない。 

（1） 実施内容 

（2） 実施に至る経緯 

（3） 実施に要した費用 

（4） 懲罰の有無及びあった場合はその内容 

（5） 今後の対策方針 

 

（補 足）  

第 14 条 この規程に定めるもののほか、リスク管理に関し必要な事項は理事会で審議の

うえ会長が別に定める。  

  

附 則  
  

この規程は、平成 30年 7月 2日から施行する。  
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一般社団法人日本遺贈ソリューションズ監事監査規程 

 

 

第 1 章  総 則 

 

（目 的） 

第 1 条 この規程は、一般社団法人日本遺贈ソリューションズ（以下「当法人」

という。）における監事の監査に関する基本的な事項を定めたものであり、監事

の監査は、法令及び定款の定めるもののほかはこの規程による。                   

（基本理念） 

第 2 条 監事は、この当法人の機関として、理事と相互信頼の下に、公正不偏の

立場で監査を行うことにより、この当法人の健全な経営と社会的信頼の向上に

務め、その社会的責任の遂行に寄与するものとする。 

（職 能） 

第 3 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、理事の職務執行に適法性を欠く事

実又はそのおそれのある事実若しくは著しく不当な事実を発見したときは、総

会に対し遅滞なく報告しなければならない。 

（業務・財産調査権） 

第 4 条 監事は、いつでも、理事及び関係部門に対し事業の報告を求め、又はこ

の当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。 

（理事等の協力） 

第 5 条 監事が、前条の職務を遂行する場合は、理事又は関係部署の責任者はこ

れに協力するものとする。 

第 2 章  監査の実施 

 

（監査事項） 

第 6 条 監事は、監査事項について、監査・閲覧・立会・報告の聴取等により監

査を行うものとする。 

（会議への出席） 

第 7 条 監事は、理事会及び総会に出席し、総会で意見を述べなければならな

い。 

２ 監事は、前項の会議に出席できなかった場合には、その審議事項につい

て報告を受け、又は議事録、資料等の閲覧を求めるものとする。 
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３ 監事は、第１項の会議以外の重要な会議に出席し、意見を述べることが

できる。 

 

第 3 章  理事の意見陳述等 

 

（総会に対する意見陳述義務） 

第 8 条 監事は、理事の職務の執行又はその他の者の業務上の行為が法令・定款

に違反し、若しくは違反するおそれがあるとき、又は著しく不当であると認め

たときは、遅滞なく理事及び総会に報告しなければならない。 

２ 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事に

対し理事会の招集を請求し、又は自ら理事会を招集することができる。３ 監

事は、業務の遂行に当たりこの法人の業務の適正な運営・合理化等又はこの法

人の諸制度について意見を持つに至ったときは、理事に対し、意見を述べるこ

とができる。 

（差止請求） 

第 9 条 監事は、理事がこの当法人の目的の範囲外の行為その他法令・定款に違

反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、これに

よりこの法人に著しい損害を生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、そ

の行為の差止めを請求することができる。 

（理事の報告） 

第 10 条 監事は、理事がこの当法人に著しい損害が発生するおそれのある事実を

発見したときは、その事実の報告を受けるものとする。 

（会計方針等に関する意見） 

第 11 条 監事は、理事が会計方針及び計算書類等の記載方法を変更する場合に

は、予め変更の理由について報告するよう求めることができる。 

２ 監事は、会計方針及び計算書類等の記載方法について疑義があるときは、理

事に意見を述べることができる。 

（総会への報告） 

第 12 条 監事は、総会に提出される議案及び書類について違法又は著しく不当な

事項の有無を調査し、必要な場合には総会に報告する。 

（総会における説明義務） 

第 13 条 監事は、総会において会員が質問した事項については、議長の議事運営

に従い説明する。 

（監事の任免に関する総会における意見陳述） 
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第 14 条 監事は、その選任・解任について、総会において意見を述べることがで

きる。 

第 4 章  監査の報告 

 

（計算書類等の監査） 

第 15 条 監事は、理事から事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書を

受領し、これらの書類について監査事項を監査する。 

（監査報告書） 

第 16 条 監事は、日常の監査を踏まえ、前条の監査を経て、法令の規定に従い、

監査報告書を作成する。理事間に異なる意見がある場合には、それぞれの意見

を記載する。 

２ 前項の監査報告書には、作成年月日を付し、記名押印をするものとする。 

３ 監事は前項の監査報告書を、理事に提出する。 

第５章  雑 則 

 

（改正措置） 

第 17 条 この規程の改正は、監事全員の合意により行い、総会に報告する。 

   

  附 則 

この規程は、平成３０年７月２日から施行する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人日本遺贈ソリューションズ 

 

 

 

経理規程 

 



 1 

第１章 総    則 

 

（目  的） 

第１条  この規程の目的は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

業務遂行に伴うすべての取引を正確、かつ迅速に処理し、一般社団法人日本

遺贈ソリューションズの財政状態および経営成績に関し、真実な報告を行う

とともに、経営活動の計数的統制とその能率的運営を推進するための基準と

するものである。 

 

（会計処理の原則） 

第２条  一般社団法人日本遺贈ソリューションズの経理事務の処理は、すべてこの規

程の定めによる。ただし、この規程によりがたい場合またはこの規程に定め

のない重要事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

従うものとする。 

 

（会計年度） 

第３条  一般社団法人日本遺贈ソリューションズの会計年度は、毎年７月１日から翌

年６月３０日までとする。 

 

（会計責任者） 

第４条  一般社団法人日本遺贈ソリューションズの会計責任者は専務理事とする。 

 

（機密保持） 

第５条  財務経理担当理事および財務経理担当理事以外でも経理事項に関わる役職員

は、理事長の許可なくして機密に属する経理事項を社内外に漏洩してはなら

ない。 

 

（書類の保存） 

第６条  経理に関する帳簿、伝票および書類の保存期間は、次の通りとする。 

     （１）財務諸表および附属明細書   永久保存 

     （２）総勘定元帳      １０年 

     （３）前号以外の会計帳簿および仕訳伝票   １０年 

     （４）収入および支出に関する証憑    １０年 

     （５）予算諸表および統計諸表           ５年 

     （６）前各号以外の帳簿ならびに伝票    ５年 

   ２．前項の保存期間の起算日は、翌期首とする。 
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   ３．第１項の各保存期間経過後といえども同項第２号ないし第６号の帳簿等を焼

却その他の処分に付する場合は、あらかじめ会計責任者の承認を得なければ

ならない。 

 

（規程外事項） 

第７条  この規程に定めのない重要事項については、理事長の承認を受けなければな

らない。 

   ２．第１項以外の重要でない事項については、会計責任者が決定する。 

 

第２章 帳簿および勘定組織 

 

（仕訳伝票） 

第８条  一切の取引についての記帳整理は、会計伝票によりこれを行う。 

   ２．会計伝票は、取引の発生を証する証憑書類に基づいて作成し、必ずこれを添

付し所管部署責任者の承認を得ることを要する。 

   ３．財務経理部担当者は、すべての伝票の査証を行ったのち、会計責任者の認印

を得なければならない。 

 

（帳  簿） 

第９条  帳簿は、主要帳簿および補助帳簿とする。 

 

（主要帳簿） 

第１０条 主要帳簿は、次の通りとする。 

     （１）総勘定元帳 

     （２）仕訳日記帳 

   ２．総勘定元帳には、勘定科目ごとに口座を設け、この規程の目的に添うよう記

帳しなければならない。 

   ３．仕訳日記帳は、会計伝票により作成し、総勘定元帳は仕訳日記帳により作成

する。 

 

（補助帳簿） 

第１１条 補助簿は、総勘定元帳の各勘定補助簿およびその内訳簿とする。 

   ２．補助簿は、会計伝票ならびにその証憑により取引内容を明瞭に記帳しなけれ

ばならない。 

   ３．補助簿は、現金出納帳、預金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台

帳、その他補助簿とする。 
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（帳簿照合） 

第１２条 会計責任者は、毎月末日における補助簿の残高を総勘定元帳の対応勘定残高

と照合しなければならない。 

 

（帳簿更新） 

第１３条 会計帳簿は、その種類により、定められた時期ごとに締切りを行ない、必要

な繰越の手続きをとる。 

 

（勘定処理） 

第１４条 全ての費用及び収益は、その発生した期間に正しく割当てて処理しなければ

ならない。 

   ２．別段の定めのある場合を除き、費用の科目と収益の科目とは相殺してはなら

ない。 

 

（勘定科目） 

第１５条 一般社団法人日本遺贈ソリューションズの経理の勘定科目は、別に定める「勘

定科目取扱規程」のとおりとする。 

 

（会計帳簿及び伝票の訂正） 

第１６条 会計帳簿及び伝票の訂正を行う場合は、会計責任者の承認を得て行う。 

 

第３章 金 銭 会 計 

 

（金銭の意義） 

第１７条 この規程において金銭とは、現金および預金をいい、現金とは、通貨・他人

振出小切手・郵便為替証書・振替貯金証書等をいう。 

   ２．小切手、手形およびその他金銭と同一の機能を持つものは、金銭に準じて取

扱う。 

 

（金銭の取扱） 

第１８条 金銭の出納・保管の取扱は、財務経理担当理事がおこなうものとする。 

 

（金銭の出納） 

第１９条 金銭の出納は､経理責任者の承認印のある会計伝票に基づいて行わなけ

ればならない｡  
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（支払手続） 

第２０条 会計事務担当者が金銭を支払う場合には､最終受取人からの請求書､そ

の他取引を証する書類に基づいて､取引担当部署の発行した支払伝票に

より､会計責任者の承認を得て行うものとする｡  

２ 金銭の支払いについては､最終受取人の署名のある領収証を受け取らな

ければならない｡ただし､所定の領収証を受け取ることができない場合は､

別に定める支払証明書をもってこれに代えることができる｡  

３ 銀行振込の方法により支払いを行う場合は､前項による領収証を受け取

らないことができる｡  

 

第４章 資    金 

 

（金融行為） 

第２１条 金融機関との取引の開始または廃止については、事前に会計責任者の審査を

経て理事長の承認を必要とし、理事長名義をもってこれを行う。 

 

（有価証券等の取得、処分および管理）  

第２２条 有価証券等の取得、処分および管理は、会計責任者の申請により、理事長の

承認を受けなければならない。  

 

（担保等の差入）  

第２３条 資金の借入のため金融機関に差入る担保物件は資金の借入に準じ、また保証

金の差入等は貸付に準じ、理事長の承認を受けなければならない。 

 

第５章  収 支 予 算 

 

（収支予算の目的） 

第２４条 収支予算は､各事業年度の事業計画の内容を明確な計数をもって表示し､

かつ､収支予算と実績との比較検討を通じて事業の円滑な運営を図るこ

とを目的とする｡  

 

（収支予算書の作成） 

第２５条 収支予算書は､事業計画に基づき毎会計年度開始前に会長が作成し､理

事会の承認を得て確定する｡  
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（収支予算の執行） 

第２６条 各事業年度における費用の支出は､収支予算書に基づいて行うものとす

る｡  

２ 収支予算の執行者は､理事長とする｡  

 

（支出予算の流用） 

第２７条 予算の執行にあたり､各科目間において相互に流用しないこととする｡

ただし､理事長が予算の執行上必要があると認めたときは､その限りとしな

い｡  

（予備費） 

第２８条 理事長は、予測しがたい予算の不足に充てるため、予備費を設けること

ができる。  

 

第６章 決    算 

 

（目  的） 

第２９条 決算は、一定期間の会計記録を整理し、その期間の経営成績を計算するとと

もに、その期末の財政状態を明らかにするために行う。 

 

（決算区分） 

第３０条 決算は、月次決算、中間決算および期末決算を行う。 

 

（月次決算） 

第３１条 会計責任者は、月次決算で次の諸表を作成する。 

（１）試算表､月次貸借対照表､月次損益計算書 

（２）その他必要と認められる附属書類 

 

（決算書類） 

第３２条 期末決算において作成する書類は、次に掲げるものとする。 

      イ.貸借対照表 

      ロ.損益計算書 

      ハ.附属明細書 

      ニ.その他会計責任者が必要と認めた書類 

その他法定提出書類 

税法の規定により、税務申告書および税務決算書類を決算日の翌日から 

２か月以内に税務署に提出する。 
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（決算書類の提出） 

第３３条 会計責任者は、月次及び期末決算に関する書類を理事長に提出するものとす

る。  

 

（会計監査）  

第３４条 会計責任者は、第３２条イ乃至ニに掲げる書類の案を作成して理事長に提出

するものとする。  

   ２．会計責任者は前項の書類を、監事に提出し、任意に監査を受けるものとする。  

 

（改廃）  

第３５条 本規程の改廃は、財務経理担当理事が起案し、理事長が決定する。  
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組 織 規 程  
 

第１章  総  則 

 

（目的） 

第１条 この規程は、一般財団法人日本遺贈ソリューションズ（以下「日本遺贈ソリュー

ションズ」という。）の経営組織に関する基本事項を定め、業務の組織的かつ効率

的運営および責任体制の確立をはかることを目的とする。 

 

（定義）  

第２条 「組織」とは、経営方針に基づいて、職務を遂行するために定められた指揮命令

系統のすべてをいう。 

 

（組織尊重）  

第３条 各職は組織を尊重し、経営の組織体の一部として、総合的効果をあげるよう努め

なければならない。 

 

 

第２章  組 織 機 構 

 

（組織機構） 

第４条 組織機構は、別表「組織図」のとおりとする。 

 

（組織単位）  

第５条 組織機構の単位は、部門とする。ただし、必要によりその他の組織単位を置くこ

とができる。 

 

（プロジェクトチームなど） 

第６条 業務を円滑に遂行するため必要あるときには、プロジェクトチームなどの臨時的

組織体を設置することができるものとする。その目的、責任者、組織、形態および

運営方法などについてはその都度定める。 

 

 

（理事長） 

第７条 理事長は、日本遺贈ソリューションズの業務において日本遺贈ソリューションズ

を代表する。 

 

第８条 理事長は、諸規程に則った各種の決定に基づき、業務を執行する。なお、理事長
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は、経営に関する事項を承認・決定するものではない。 

 

 

 

第３章  業 務 分 掌 

 

（業務分掌） 

第９条 業務分掌については、「業務分掌規程」の定めるところによる。  

 

 

第４章  職 務 権 限 

 

（職務権限）  

第10条 職務権限については、「職務権限規程」の定めるところによる。  

 

 

第５章  そ の 他  

 

（改廃） 

第11条 この規程の改廃は、「規程管理規程」の定めるところによる。 

 

 

第６章  付  則  

 

（施行） 

この規程は、２０１８年７月２日から施行する。 

 
 




